
関係省庁・団体・機関からの通知等（平成22年12月分）

行政・獣医事

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課長

韓国における口蹄疫の発生について
（韓国における口蹄疫の発生について）

平成22 年 12 月 7 日付け
22 日 獣 発 第 244 号

）平成22年11月29日付け
22 消 安 第 7123 号（

消費・安全局長

島根県における高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜の確認
に伴う監視体制の強化

）島根県における高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜の確
認に伴う監視体制の強化について（

消費・安全局
畜水産安全管理課長

獣医師に対する行政処分の公表等
（獣医師法第8条第2項に該当する獣医師の処分について）

平成22年12月15日付け
22 日 獣 発 第 253 号

）平成22年12月10日付け
22 消 安 第 2889 号（

消費・安全局
動物衛生課長

韓国における口蹄疫の発生に係る情報等の周知状況の確認及
び家きん飼養農場への飼養衛生管理基準の指導

）韓国における口蹄疫の発生に係る情報等の周知状況の確認
及び家きん飼養農場への飼養衛生管理基準の指導について（

平成22年12月20日付け
22 日 獣 発 第 263 号

）平成22 年 12 月 5 日付け
22 消 安 第 7279 号（

環境省
自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室長

野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視の徹底につい
て

）野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視の徹底につ
いて（

平成22 年 12 月 7 日付け
22 日 獣 発 第 243 号

）平成22年11月30日付け
事  務  連  絡（

通 知 件 名

消費・安全局
動物衛生課長

高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う農林水産省の対応
（動物園や野鳥を展示している施設への指導について）

）富山県におけるコブハクチョウ及び鳥取県におけるコハク
チョウ（野鳥）から高病原性鳥インフルエンザH5亜型
（強毒タイプ）が分離された事例に伴う国内防疫の再徹底（

）韓国における高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）の
発生について（

平成22年12月24日付け
22 日 獣 発 第 272 号

）平成22年12月20日付け
22 消 安 第 7587 号（

）平成22年12月17日付け
22 消 安 第 7575 号（

）平成22年12月17日付け
22 消 安 第 7573 号（

省庁・団体・機関 文書番号等

注：カッコ内は省庁・団体・機関からの通知の件名，文書番号等
※通知の内容は，日本獣医師会のホームページに掲載

平成22 年 12 月 7 日付け
22 日 獣 発 第 245 号

）平成22年11月30日付け
22 消 安 第 7131 号（


